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 バージョンアップによる社会保険、厚⽣年⾦、子ども・子育て拠出⾦の料率変更は⾃動で⾏われません。変更の都度パ
ターン料率の設定をお願いします。

 備考欄に「東京 H○○/〇」など⼊⼒しておくと事業所ごとにパターンを選択しやすくなります。

社会保険料率の変更⽅法（パターン料率の変更・設定）
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1

1. 台帳MENU画面の「事務所情報他」→
「パターン料率」をクリックします。

2. 「現在→旧」ボタンをクリックします。

3. 現在料率欄に新しい料率を⼊⼒します。
※パターン番号を複数設定している場
合は番号ごとに料率の変更・設定を
⾏ってください。

2
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 本操作は初回の設定や料率パターンを変更した際に⾏います。

社会保険料率の変更⽅法（各事業所ファイルへ反映）
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1. 事業所ファイルを開き「会社情報」→
「社会保険」タブをクリックします。

2. 「パターンの選択」枠内→「料率パ
ターン」設定した料率をリスト選択し
ます。
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 選択できる端数処理⽅法は「円未満切捨」「50銭以下切捨」「50銭未満切捨」「円未満切上」の4つです。

端数処理の登録⽅法①

5
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1 1. 台帳MENU画面を開き「事業所情報
他」をクリックします。

2. 「パターン料率」 → 「端数処理」
タブをクリックします。

3. 登録したいパターン番号を選択し、右
側に表⽰された端数処理⽅法を「▼」
よりリスト選択します。



 会社負担分の円未満の端数処理について
「本⼈料率」＋「会社負担料率」に標準報酬⽉額を乗じ、合計で円未満を切り捨てます。

端数処理の登録⽅法②

4

5

4. 事業所ファイルを開き、「会社情報」
→「社会保険」タブをクリックします。

5. 「パターンの選択」にある「端数調整
パターン」を「▼」からリスト選択し
ます。
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新標準報酬⽉額の適用⽅法（従業員別の変更）

1. 事業所ファイルを開き、「個⼈情報」
→「基本情報」をクリックします。

2. 「標準報酬⽉額」枠内にある、「→」
ボタンをクリックします。「現在」枠
内の等級が「従前」枠内に移り、「従
前」枠内の等級が「標準報酬⽉額記
録」に移動します。

3. 「現在」枠内に新等級を⼊⼒します。

1
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 ⼀度標準報酬を移動すると、データを戻すことができません。誤って移動した場合は⼿⼊⼒で修正します。
 台帳で⽉変・算定の処理をしている場合は次ページ参照
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 「健保No」をキーとして反映されます。被保険者名に関係なく同⼀の「健保No」へ反映します。
 7,8,9⽉変がある場合は先に⽉額変更届の保存データを読込み、等級を変更してください。
 更新画面の左側には「２．」で選択した保存データの被保険者情報が表⽰されます。
 更新画面の右側には今現在個⼈情報に登録されている等級が表⽰されます。そのため保存データ作成時と現在の個⼈情

報で「健保No」が変更されている場合、違う⼈へ反映されてしまいます。反映時には個⼈情報の「健保No」を保存
データ作成時と同じにした状態で⾏ってください。

 更新したくない⼈がいる場合は⽒名の左側にある「変更」のセルに「1」を⼊⼒することで「×」になり更新対象から
外すことが可能です。

 個⼈情報の改定年⽉が該当年（2017年度ならH29/07、H29/08、H29/09）が⼊⼒済みの場合、⾃動的に「変更」セ
ルに「×」表⽰されます。

算定・⽉変データの新標準報酬⽉額適用⽅法（事業所ごとに⼀括変更）

1. 事業所ファイルを開き画面左下にある
「ツール」→「標準報酬更新」タブを
クリックします。

2. 適用する「保存データ」を選択し、
「読込」ボタンをクリックします。

3. 内容を確認し、「更新」ボタンをク
リックすることで保存データの内容が
個⼈情報に反映されます。

1

2

3
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保険料通知作成⽅法（処理ファイルの選択）

1

1. 事業所ファイルを開き「全ての処理
ファイル」→「社会保険」グループ→
「保険料通知」をクリックします。
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 変更区分「A」は⽉変・算定後のお知らせ、「B」は料率改定のお知らせ、「C」は標準報酬⽉額変更＋料率改定後の
お知らせ、「D」は保険年齢判定基準⽉における介護保険に該当・非該当、厚⽣年⾦に非該当になる被保険者に使用し
ます。

 ⽉変・算定結果をお知らせする場合は変更区分を「A」にします。
 年齢算出のための年⽉は定時決定では「9⽉」を選択します。
 リストには個⼈情報で登録されている⼈が表⽰されます。選択された個⼈が社会保険未加⼊者、喪失者の場合は抽出さ

れません。
 介護保険、厚⽣年⾦は「保険年齢判定基準」における年齢により該当非該当を判断します。

保険料通知作成⽅法（条件⼊⼒⽅法）

1. 「条件⼊⼒」ボタンをクリックし、被
保険者を選択します。

2. 「変更区分」を選択します。

3. 年齢算出のため「年⽉」を選択します。

4. 「計算」ボタンをクリックします。

1
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3

2
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 「健保No」が個⼈情報に⼊⼒されていない場合、リスト上に表⽰されますが、保険料通知には表⽰されません。
 リストに表⽰されているが、保険料通知に表⽰されない場合、「健保No」が重複している可能性があります。
 社会保険取得年⽉日が⼊⼒されていないとリストに表⽰されますが、保険料通知には表⽰されません。

被保険者状況について

11

リストにある被保険者状況は個⼈情報に登録
されている「被保険者状況」や「社会・雇用
保険関係」の二以上勤務者等の頭文字を表⽰
します。弊社で用意している被保険者状況は
次の通りです

育︓育児休業者、産前産後休業者
（社会保険免除）

特︓特定第二号被保険者（介護保険負担有）

海︓海外勤務者（介護保険適用除外）

二︓二以上勤務者



保険料通知作成⽅法（文言・タイトルの選択）

1
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34

1. 「定型文言」をクリックします。

2. 文言やタイトルを選択したい帳票タブを選択
します。

3. タイトル欄の「▼」よりリスト選択します。

4. 文言欄の「◀▶」よりリスト選択します。

5. 「登録」をクリックします。
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※次回起動時もこの文言を適用するにチェックが⼊っていない場合、複数用意してある文言のうち1番最初の文言に戻り
ます。

文言やタイトルをほかの帳票にも適用する⽅法
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1. 保険料通知を開き、画面上の「定型文
言」をクリックします。

2. 「下の文言を他の帳票にも適用する」
に書かれている適用したい帳票に
チェックを⼊れます。

3. 「登録」をクリックします。

1

2

3
※



定型文言の登録⽅法（文言の新規作成①）
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1. 保険料通知を開き、画面上の「定型文
言」をクリックします。

2. フォームの右下にある「文言の編集」
をクリックします。

※次ページへ



定型文言の登録⽅法（文言の新規作成②）
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3. 「文言」タブ →「新規登録」をク
リックします。

4. 下に空欄が表⽰されるので文言を直接
⼊⼒します。

5. 「登録」をクリックします。

6. 登録した内容を「文言」横にある左右
の「◀▶」よりリスト選択します。

7. 「登録」をクリックします。

5

4

6
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定型文言の登録⽅法（タイトルの新規作成①）
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1. 保険料通知を開き、画面上の「定型文
言」をクリックします。

2. フォームの右下にある「文言の編集」
をクリックします。

※次ページへ



定型文言の登録⽅法（タイトルの新規作成②）

3

5

4

6

7
3. 「タイトル」タブをクリックします。

4. 「新規登録」をクリックします。

5. 下に空欄が表⽰されるのでタイトルを
直接⼊⼒し、「登録」をクリックしま
す。

6. 登録した内容をフォーム上部「タイト
ル」横にある「▼」よりリスト選択し
ます。

7. 「登録」をクリックします。
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定型文言の編集⽅法（登録済み文言の変更）
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1. 保険料通知を開き、画面上の「定型文
言」をクリックします。

2. 右下にある「文言の編集」をクリックし
ます。

3. 「文言タブ」を選択し、内容を変更した
いリストをプルダウンから選択します。

4. 「文言」欄で内容を変更し、「変更」を
クリックして確定させます。

5. 編集した内容は「文言」横にある左右の
「◀▶」よりリスト選択しなおします。

6. 「登録」をクリックします。

4

5
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定型文言の編集⽅法（登録済みタイトルの変更）
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1. 保険料通知を開き、画面上の「定型文
言」をクリックします。

2. 右下にある「文言の編集」をクリックし
ます。

3. 「タイトルタブ」を選択し、内容を変更
したいタイトルをリストから選択します。

4. 「タイトル」欄で内容を変更し、「変
更」をクリックして確定させます。

5. 編集した内容はフォーム上部「タイト
ル」横にある「▼」よりリスト選択しな
おします。

6. 「登録」をクリックします。

4

5
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 厚⽣労働省によれば、どちらの計算⽅法でもよいとのことです。納付書には健康保険と介護保険、厚⽣年⾦保険料がす
べて合算された額が記載されるため、セルズソフトはなるべく納付書に近い額となるように上記⽅法を採用しています。

 介護だけの端数処理はできません。

介護保険の端数処理について（ソフト共通）
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①標準報酬等級に健康保険と介護保険を合算した料率を乗じて合計保険料を算出します。
126,000 × （49.25＋7.85） ÷ 1,000 ＝ 7194.6 → 7,195円

②標準報酬等級に健康保険の料率を乗じて健康保険料を算出します。
126,000 × 49.25 ÷ 1,000 ＝ 6205.5 → 6,205円

③ ①で計算した合計額から②を差し引いた額
7,195 － 6,205 ＝ 990円

セルズソフトでは、介護保険料は以下のように計算します。

①標準報酬等級に健康保険料率を乗じます。
126,000 × 49.25 ÷ 1,000 ＝ 6205.5 → 6,205円

②標準報酬等級に介護保険料率を乗じます。
126,000 × 7.85 ÷ 1,000 ＝ 989.1 → 989円

例︓ 標準報酬⽉額126,000円 健康保険料率︓49.25/1000 介護保険料率︓7.85/1000 50銭以下切捨の場合

他社ソフトの⼀例︓介護保険料は介護保険料率を直接掛け算

健康保険料

介護保険料

健康保険料

介護保険料

（健保＋介護）



 従たる事業所では「健保No」が個⼈情報に⼊⼒されていないケースがありますが、保険料通知を出す場合はダミーの
番号を⼊⼒願います。

 主たる事業所と従たる事業所で社会保険料率が違う場合、2以上勤務者は通常どちらの社会保険料率を使用するか選ぶ
ことができますが「台帳」では保険料通知を作成する事業所で登録されている社会保険料率が適用されます。そのた
め従たる事業所の料率を選択している場合、主たる事業所の保険料通知を作成すると、該当者は主たる事業所の料率
で計算されて表⽰されます。

 2以上勤務者は⽐較通知で従前の⾦額を表⽰することができません。

二以上勤務者の按分計算について
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台帳で下記2か所を登録することより社会保険料を按分計算します。
・個⼈情報 → 基本情報 → 「標準報酬⽉額（円単位）」と「等級」（選択事業所の場合は選択事業所分）
・個⼈情報 → 社会・雇用保険関係 → 「二以上勤務者のチェック」と「合算額（円単位）」



 保険料通知では上記のように計算を⾏っておりますが、誤差が⽣じる場合があります。

二以上勤務者の按分計算 端数処理について
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①合算報酬⽉額（円単位）に対する報酬⽉額を等級表から求めます。
284,234円 → 280,000

②健康保険料率と介護保険料率の合算⾦額を下記式にあてはめて求めます。
合算報酬⽉額 × （合算）料率 × Aの報酬⽉額（円単位） ÷ 合算報酬⽉額（円単位）

280,000 × 57.45 ÷ 1000 × (151,230 ÷ 284,234) ＝ 8,558.7 → 8,559円（50銭以下切捨）

③健康保険料を求めます。
280,000 × 49.6 ÷ 1000 × (151,230 ÷ 284,234) ＝ 7,389.2 → 7,389円（50銭以下切捨）

④合算⾦額から健康保険料を引き、介護保険料を求めます。
8,559 － 7,389 ＝ 1,170円

例︓
健康保険料率︓49.6/1000 介護保険料率 ︓7.85/1000
主たる事業所（A）の報酬⽉額（円単位） ︓151,230円
合算報酬⽉額（円単位） ︓284,234円
端数処理︓健康保険 50銭以下切捨の場合

台帳では下記例のように計算・端数処理を⾏います。



保険料通知 よくある質問
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Q︓条件⼊⼒の「計算」をクリックすると「この条件では被保険者は⾒つかりません」と表⽰され、作成できない
A︓個⼈情報で「社会保険取得日」が⼊⼒されていないか、「健保No」の重複が考えられます。
「健保No」の重複は退職者と同じ「健保No」を使用している場合でも重複に当たりますので、退職者の「健保No」
を変更してください。変更前の健保Noは個⼈情報のその他タブ内にあるメモ等に残しておくことをお勧めいたします。

Q︓厚⽣年⾦が計算されない被保険者がいます。
A︓個⼈情報で「⽣年⽉日」が⼊⼒されていないことが考えられます。
また、基⾦加⼊事業所では65歳以上の場合、パターン料率に「基⾦（６５）」という項目がありますのでこちらもご
確認ください。

Q︓保険料計算で表⽰された個⼈の順番を並び替えたいのですが、可能ですか。
A︓保険料計算は事業所ファイルの個⼈情報の順番で作成されます。計算前に個⼈情報を任意の順番に並び替えた後計
算を⾏ってください。

Q︓70歳になり厚⽣年⾦の資格喪失した⼈がリストに表⽰されません。
A︓個⼈情報に社会保険喪失日が⼊⼒されている可能性があります。
70歳以上〜75歳未満の場合は、社会保険喪失日は⼊⼒せず、厚⽣年⾦の標準報酬等級を削除することで表⽰されるよ
うになります。

Q︓75歳以上の被保険者も社会保険料が計算されてしまいます。
A︓70歳以上の厚⽣年⾦は年齢判別により⾃動的に「0」になりますが、健康保険の75歳判定は⾏っていません。
75歳以上の⽅は個⼈情報で社保喪失日を⼊⼒してください。

Q︓保険料通知を作成したら、合計額だけが「#value」と表⽰されます。
A︓料率パターンの欄に「 . 」などの不要な文字や小数点が二つ⼊⼒されていないかご確認ください。

Q︓医師国保などで厚⽣年⾦だけを計算する⽅法を教えてください。
A︓「健保No」には厚⽣年⾦の番号を⼊⼒し、健保の等級は空欄でデータを作成してください。




